
第１９号議案 

 

 

町田市フォトサロン条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年(２０２２年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市フォトサロン条例の一部を改正する条例 

町田市フォトサロン条例（平成２０年１２月町田市条例第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（施設） （施設） 

第４条 サロンには、次に掲げる施設を設ける。 第４条 サロンには、次に掲げる施設を設ける。 

（１）第１展示室Ａ （１）第１展示室 

（２）第１展示室Ｂ  

（３）第２展示室 （２）第２展示室 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条関係） 

区分 利用料金（１日単位） 

第１展示室Ａ（附

属設備を含む。） 

１，５７０円 

第１展示室Ｂ（附

属設備を含む。） 

１，５７０円 

第２展示室（附属

設備を含む。） 

１，５６０円 

 

区分 利用料金（１日単位） 

第１展示室（附属

設備を含む。） 

３，１３０円 

 

 

 

第２展示室（附属

設備を含む。） 

１，５６０円 

 

備考 第１展示室Ａと第１展示室Ｂを同時に

利用する場合は、その利用料金は、３，１

３０円とする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月５日から施行する。ただし、次項の規定は、同年４

月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の施設等（第２展示室に係るものを除く。）の利用に関し

必要な手続その他の行為は、同日前においても、この条例による改正後の町田市フ

ォトサロン条例の規定の例により行うことができる。 
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